一般財団法人広島陸上競技協会表彰規則
（平成24年3月26日制定）
（平成28年3月11日改正）

第１条　定款第４条に基づき、表彰に関する規則を定める。
第２条　この規則は、広島県の陸上競技界で特に功労があった者及び優秀競技者に対して、その業績をたたえ、広島県陸上競技界の向上発展に資することを目的とする。
第３条　表彰の種類は、功労章、優秀選手賞及び新記録賞の３種とする。
第４条　表彰の区分は、次のとおりとする。
　　　　(1)　功　労　章　　本県陸上競技界に功績があった本協会並びに加入団体の役員及び指導者並びに審判員を表彰する。
　　　　(2)　優秀選手賞　　競技力が全国的に優秀であり、日常の競技生活態度が模範的な競技者を表彰する。
(3)　新記録賞　　　広島県の新記録を樹立した競技者を表彰する。
第５条　受賞者は、理事会で決定する。
第６条　この規則に定めるもののほか、必要な事項に関するものは別にこれを定める。
付　　則
　　１　この規則は、平成24年3月26日から施行する。

　表彰規則内規
　　表彰の基準は、次のとおりとする。
　　１　功労に関するもの
　　　(1)　「本県陸上競技界に功績があった本協会並びに加入団体の役員」とは
　　　　　Ａ　満年齢50歳以上の者
　　　　　Ｂ　当該団体において10年以上引き続き役員として尽力し、功績顕著な者
　　　(2)　「本県陸上競技界に功績があった本協会並びに加入団体の指導者」とは
　　　　　Ａ　優秀な個人や団体を育成した者で、その功績顕著な者
　　　　　Ｂ　10年以上の指導経験がある者
　　　(3)　「本県陸上競技界に功績があった本協会並びに加入団体の審判員」とは
　　　　　Ａ　満年齢65歳以上で現職のＳ級審判員の者
　　　　　Ｂ　当該団体等において合計25年以上審判員として尽力し、功績顕著な者
　　　(4)　その他、会長が特に功績顕著であると認めた者
　　２　優秀選手に関するもの
(1)　全国的に優秀な成績をあげたもの又はチーム
　　　　　Ａ　世界大会8位入賞
　　　　　Ｂ　アジア地域大会3位入賞
　　　　　Ｃ　全国大会優勝
　　　　　Ｄ　国民体育大会・全国都道府県対抗駅伝8位入賞
　　　(2)　その他,会長が特に優秀な成績であると認めた者
３　新記録賞に関するもの
　　　　Ａ　広島県新記録を樹立した者又はチーム
　　　　Ｂ　広島県高等学校新記録を樹立した者又はチーム
　　　　Ｃ　広島県中学校新記録を樹立した者又はチーム
　　　　Ｄ　広島県小学生新記録を樹立した者又はチーム
